
レジャー・レクリエーション研究第78号 7 -17， 2016 
Journal of Leisure and Recreation Studies No.78 

<日本レジャー・レクリ工ーション学会第 45固学会大会
基調講演於:武庫川女子大学>

レジャー・レクリエーションに求めるもの、求められるもの

~福祉・教育・地域活動の視点から~

築 山 主主主 1 
刀す

shall seek to leisure and recreation， what is required 

-from the point of view of welfare， education and community activities 

Takashi Tsukiyama 1 

0茅野

それでは、ただいまより基調講演を始めます。

演題は「レジャー・レクリエーションに求める

もの、求められるもの~福祉・教育・地域活動の

視点から ~J。京都府立大学学長の築山崇先生に

お越しいただいております。

築山先生の御紹介につきましては、弟子のマー

レー寛子にノfトンタッチいたします。

0マーレー

こんにちは。本日は京都府立大学の学長先生で

いらっしゃいます築山崇先生に基調講演をお願い

しています。

築山先生の細かいプロフイールは学会大会号に

載っています。今、茅野先生がおっしゃったよう

に、実は築山先生は私の恩師でございまして、博

士課程の後期にお世話になりました。全く面識も

なく、何のつながりもないところで、飛び込みで

いきなりお手紙を書いて、弟子にしてくださいと

飛ひ、込んで、行ったときに、懐の深い築山先生がい

いよ、いいよと引き受けてくださいました。とて

も物静かで、優しい先生ですが、物静かで優しい

顔をしながら、ジワッとプレッシャーをかけてく

ださったおかげで、何とか論文を書き上げること

ができました。

私が5年間の学びの中で、築山先生には国語の

指導から始まり、文章を書くところから教えてい

1 京都府立大学、学長 Kyoto Prefectural University President 

ただきました。でも、いろいろなところで壁にぶ

ち当たったときに、本当にある意味、分野が違う

のですが、多くの壁のところで共通点を見出して

くださいました。そして本当に深い造詣の中で、

思考の中で、答えを出していく、つまり、私に考

えさせるように導いてくださり、本当にものを考

えることについて教えてくださいました。

その尊敬する築山先生が、現在、京都府立大学

で学長先生になられて、本当に御多忙の中、今回、

私たちの学会での基調講演に来てくださったこ

と、本当にうれしく思っています。今日、先生の

お話を聞けることをとても楽しみにしておりまし

た。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

O築山

今、マーレーさんからジワッとプレッシャーを

かける紹介をいただいた、京都府立大学の学長を

しております築山です。今日はよろしくお願いい

たします。

学長は昨年度からですけれども、その以前から

副学長など、いわゆる管理職に就くようになり、

もう 8年目になります。年々研究的な感覚が擦り

減る一方で、今回のお話は、最初 1年近く前にい

ただいたのですが、当初は何とか逃れたいと思っ

ていました。しかしながら、マーレーさんの迫力

に押されて、受けてしまったということで、いま
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だに後悔しているのが正直なところです。

私の専門は社会教育分野、主として大人の学び、

そして暮らしに関わる研究で、レクリエーション

といいますか、今回の学会にお集まりの幅広い皆

さんのご関心と何か重なるところもあるのではな

いかと思います。学会の基調という位置づけには

なかなか至らないかと思いますけれども、お話を

させていただければと思います。

スライドのタイトルの副題が違っております

が、お手元の冊子の概要をお届けしましたのが実

はもう 2カ月近く前になります。その後、あれこ

れ考えているうちに、今日の「楽しさを追求する

という発想」という副題にさせていただきました。

私、社会教育、成人の学ぴが研究対象ですけれ

ども、実は社会教育の研究分野に入ったのはそれ

ほど古いことではなくて、今から二十三、四年前、

現在の京都府立大学に勤務をするにあたって、も

ともと教育学ではあったのですが、どちらかとい

うと子ども、青年を対象とする研究をしていまし

たが、府立大学で成人の分野のところ、生涯学習

論という分野を新たに設けていくので、そこを

やってもらえるのだったら採用してあげようとい

うお話がありました。当時も今も研究職は厳しい

就職事情ですので、もうーも二もなく「やります」

とお答えし、社会教育の世界に入ることになった

わけです。しかし、まずどういう世界なのか理解

するために、いろいろ本を読んだり、話を聞いた

りすることも考えられますが、現場に足を運んで、、

直に経験や事例に触れることが一番手っ取り早い

のではないかと、出向いた最初が長野県の南部の

地域でした。

長野県は束信、北信、中信、南信と 4つに分か

れており、その南信地域にあたります。今、リニ

アで話題になっています飯田市があるエリアで

す。飯田市の少し北側のところに松川町という人

口1万4，000人ぐらいの小さな町があります。リ

ンゴやナシなどの果樹栽培を基幹産業とする町で

す。そこに出向いたときに出会ったのが、「楽し

くなければ学習じゃない」という言葉です。これ

は保健師さんの言葉です。スクリーンに写真が出

ていますが、松川町では健康学習という呼称で、

保健師さんが、地域保健の一環として住民の健康

を守っていく、健康を創造していくというお仕事

を、栄養士や社会教育職員とも連携して、住民と

の直接的な関わりの中で実践されているわけです

けれども、この松川町の健康学習は、実はもう 30

年、いやもっと前からの歴史があります。身近な

地域で、地域のおじさん、おばさんたちが健康に

関する具体的なテーマを設定して、高血圧であっ

たり、油のとり過ぎであったり、いろいろな健康

に関する話題で学習を進めてきています。保健師

さんの世界ではすごく有名な町で、このような雰

囲気のところです。

ここで行われている健康学習ですけれども、こ

れが先ほどの「楽しくなければ学習じゃない」と

いう言葉に現れていますように、首をかしげて一

所懸命考えて答えを出すというような硬い形では

なくて、学習そのものが楽しくなければという発

想を大事にされています。「つくって、食べて、学

んで」というスライドのタイトルになっています

が、このスライドの写真は、 40代、 50代ぐらいの

ある男性グループの活動の様子です。農村地域、

そして果樹栽培の地域ですので、秋から春にかけ

ての冬季の期間には比較的時間がとれます。その

ころに月に 1回ぐらい集まって、中年男性諸氏が

料理をつくって、自分たちがつくった料理を食べ

ながら、そしてお酒も飲みながら、保健師さんの

お話を聞くなど、その都度、健康に関する学習を

します。この写真の時には、手に健康状態を診断

するチャートを持っていて、図の指示どおりに書

き込んでいくと、自分の身体に健康上どういう問

題があるかがわかるようになっていました。学習

を始める前には保健師さんが血圧をはかつてくれ

るような 1コマもあるのがこの活動です。

保健師さん、栄養士さんが関わっておられます

が、保健師さんと栄養士さんが関わる形で地域の
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果樹農家の中年男性たちが集まってきます。本当

に小さな町ですので、保健師さんはこの男性諸氏

を、「こうちゃん」とか、「ゅうちゃん」とか、ちゃ

んづけで呼びながら会話を進めていく、フランク

な雰囲気です。ここで私自身学んだ中心は、社会

教育、大人の学びは子どもの学校教育のように何

らかの強制力があって展開するものではないとい

うことです。日々の生活の中での大人の学習は、

興味がなければ、おもしろくなければ続かないの

です。継続の最大の力は楽しさです。楽しさと、

楽しみながら学び、獲得していく中身がすごく重

要なわけです。学校教育の分野では、“勉強"と

いう言葉が象徴的な表現だと思いますが、勉め強

いるといいますか、苦しさに耐えて、頑張り抜く

ことに価値があるとされがちです。もちろんその

ような“勉強"にも価値はありますが、修練とか

錬磨とか、苦しさに耐えて、努力を重ねるという

ハードなイメージだと、大人の場合、なかなか続

かないということなのです。

この健康学習の内容面での 1つのポイントは、

毎年 1回行われる住民健診です。我々健診に行き

ますと、いろいろな検査を受けて結果のデータが

出たとき、最後にお医者さんから、あなたの健康

はこういうことで課題がありますから、お酒の量

を減らしてくださいねとか、脂っこいものは少し

控えて、運動を心がけましょうねなど、そういう

話を聞いて帰ります。そのときは、「そうか、気

をつけなくちゃいけない」と思って家に帰ります。

けれども、 3日もすれば忘れてしまって、いつも

のパターンに戻ってしまうことが多いのです。し

かし、松川町ではそれを非常に丁寧に、時には実

験も交えて、お酒を飲んだら体に悪いというけど、

どう悪いのだろうかと、宴会をする前と食べた直

後と翌朝、 3回採血をして、そのデータを見なが

ら、実はアルコールに対する体力は個人差がある

という学習をしたりしています。そのような工夫

もしながら、一年一年の健診データをずっと蓄積

していって、 10年、 20年振り返ってみます。そう

すると、「ここで大きくデータが変わってるけど

何かあったかな」、そんな話をしていきますので、

すごく身につく学習になるのです。

そういう活動に最初に触れることができて、社

会教育、つまり大人の学びにとって一番大事なも

のが何なのかを教えてもらったのが松川町での経

験です。この出会いは、レクリエーションという、

たぶん間違えていないと思いますが、楽しさが非

常に本質的な要素であるレクリエーションと社会

教育がつながるところに触れた経験でもあったの

だと思います。

ここからは若干、社会教育の歴史を振り返って

みます。今回講演の場を与えていただいたことで、

私自身も改めて確認をさせていただいた中身を紹

介したいと思います。社会教育は、戦前は青年団

ですとか、婦人会など、いろいろな地域の団体の

活動を奨励することをもって、「成人の教育活動」

の展開を図るという基本的な構造でした。戦後は、

公民館、図書館、博物館という 3つの機関や施設

が置かれます。特に公民館の場合は、身近な地域

に設置して、住民中心の活動を展開することで始

まった歴史を持っています。戦後の社会教育の歴

史を振り返ったときに、その中心的機関・施設と

言っていい公民館は 1946(昭和 21)年7月、戦後

すぐの時期に、当時の文部省の事務次官が全国に

向けて発した通知にその目的・理念等を見ること

ができます。

「公民館は、町村民の親陸、交流を深め、相互

の協力を培い、もって町村自治向上の基礎となる

べき社交機関でもあるから、なるべく堅苦しい窮

屈な場所ではなくて、明朗な楽しい場所となるよ

うに運営されなければならないJという通知が出

ております。戦後初期に公民館で主に行われた学

習は、いわゆる戦前の封建的な生活慣習といいま

すか、そういったものに対する批判的な学びで

あったり、男女平等であったり、それこそ民主主

義そのものであったり、割と固いといいますか、

社会生活に関わるベーシックな中身が多かったの

です。ただ、それを堅苦しくならないで、、明るく、

楽しく学べるような、交流も大事にしながら進め

ていく機関・施設として、戦後の社会教育の一番

基幹的な施設がスタートしたわけです。

この公民館草創期の活動を見ますと、「レクリ

エーション」という文字そのものも出てまいりま

す。文部省が開いた長野県の社会教育研究大会で

も、文化・宗教部門に、他のいろいろな生活面の

項目と合わせて、レクリエーションの奨励という
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項目が出てきますし、長野県の公民館の恒例事業

の一覧表を見ましでも、文化祭、体育、レクリエー

ションという具合に、必ず「レクリエーション」

という言葉が出てきます。

社会教育の基本になる法律ができるのが 1949年

ですが、ここで戦後の社会教育の定義が初めて明

確にされました。そこにも、社会教育とは主とし

て青少年及び成人に対して行う組織的な教育活動

を指すとありますが、組織的な教育活動の中に、

「体育及びレクリエーション活動を含む」とわざ

わざ括弧書き、ただし書きがされています。社会

教育法にこういう定義があることはもちろんよく

矢口っていたのですが、実は社会教育の基本的な施

設である図書館、博物館、これらはそれぞれ基本

的な法律が図書館法、博物館法とあり、それらの

図書館法、博物館法でも、実は「レクリエーション」

という言葉が出てきています。

図書館は、図書及び資料を提供して、住民の学

習に資するとともに研究を行うとありますが、そ

こでも「レクリエーション」にも触れられていま

す。 博物館の場合も、実物を教授して、研究、調

査に資するとありますが、「レクリエーションを

含めJという表現がわざわざ出てくるのです。こ

のことは、現在の教育基本法や社会教育法のもと

で展開されている公的な社会教育の事業の中にお

けるレクリエーションのウエートが、非常に高い

ことを改めて感じさせてくれます。

それは 1つには、戦後いろいろな日本の教育制

度のモデルになったのがアメリカという背景があ

ると思われますが、当時、レクリエーションとか

デイスカッションとか、 I ~ ション」という

のが多かったものですから、「ションション青年

団」などという言葉が生まれたぐらい、レクリエー

ションも活発に行われていたことが窺えます。ま

た、終戦直後の非常に厳しい社会状況の中で、特

に青年層の中で同世代との交流であったり、何か

楽しい交流の場を求めあったりする、そういう思

いが非常に強かったものですから、演劇とかス

ポーツなども含めて、文化的な活動が活発に展開

されていた、そういった背景もあって、公的なと

ころでもレクリエーションがしっかりと社会教育

の中に位置づけられてきていたことを、今回改め

て確認させていただ、きましたので、ここでも紹介

させていただきました。

少し早口で前段の話をさせていただきました

が、ここからはゆっくり、貴重な時間をたくさん

いただいて恐縮ですけれども、私自身が、現代の

地域あるいは公民館の活動・レクリエーション等

に関わってきた内容に基づいて、社会教育の分野

で、特に地域の住民の活動の拠点である公民館を

中心にして、どんな活動が特徴的に展開されてい

て、その中にレクリエーションといいますか、「楽

しさ」という要素を含んだ活動がどのように展開、

発展してきているかを中心的にお話していきたい

と思います。

ここ 20年ほどでしょうか、 21世紀に入ってく

る頃、ちょうど私が現在の京都府立大学に職を得

て、社会教育の世界に足を踏み入れた時期と重な

りますが、日本社会の少子高齢化がそのときから

既に言われておりました。特に、この後でスライ

ドで紹介しますが、地域における住民の福祉活動

と、それまでの地域における住民の学習活動、あ

るいは文化的な活動、そういう活動との距離が縮

まっていく時期が、実は 1990年代以降の基本的な

流れとしてあると思っています。

それはいわゆる社会福祉の基礎構造改革で大き

く制度も変わってきますし、従来の施設を中心と

した特別なニーズを持つ人を対象にした福祉か

ら、地域における全ての住民を対象にした、いわ

ゆる Iwelfareから W巴ll-beingへ」と言わる流れと

関連しています。住民の生活の質の向上といった

切り口で、非常に幅広い概念で福祉が語られ、地

域福祉の展開が社会的な要請として強くなってき

た時期があって、一方で、社会教育は比較的戦後の

早い時期から、市町村を基本的な単位としさら

には市町村内における小学校区、集落という身近

な生活の拠点のところで、住民の学習、学びの活

動、文化的な活動を展開してきていました。つま

り、おのずとそこは重なり合う、接近し合う流れ

があったと言えると思います。

特に大きな影響があったのは、 2000年の介護保

険制度の発足で、あったと思います。そこでは、「施

設から地域へ」というスローガンでも言われてお

り、受ける福祉からつくる福祉へとといういい方

もされています。今、申し上げた高齢者、障害者、

児童、対象別に特別な福祉のニーズのある人に
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サービスを届ける狭い意味ではなくて、「特別」で

はない、全ての住民の暮らしの質を高めるような

福祉、しかもそれをワーカーが住民に届ける、あ

るいはお世話をするということではなく、住民自

身が自分たちの暮らしの中にみずからの暮らしを

高めるような仕組み、関係、内容をっくり出して

いく意味での「つくる福祉」へということが介護

保険制度、つまり介護を社会化していくことの絡

みで議論されたことが大きかったと思います。

そういう中で、私が触れた 1つの非常におもし

ろい、先進的な事例が、松本市にある蟻ヶ崎西町

会です。町会とは町内会のことです。 1つの町内

会の活動ですが、そこでは自分たちの町内を地縁

大家族社会と見倣して、町内の道路は家の廊下、

一軒一軒の家は家の部屋という例えで、身近な地

域の住民が1つの大きな家族としてお互いの生活

を支え合い、その質を高め合うような関係をつ

くっていこうという取り組みが行われました。住

民の積極的・主体的な参加を通じて、福祉に対す

る関心や理解を高めることで、自助、共助、公助、

こういった区分についてもいろいろ評価はあるか

と思いますが、自分自身の力に依拠する自立と、

公的な制度による働きかけと、それと住民相互の

助け合いや支え合いという、 3つの観点から、「つ

くる福祉」を目指す活動です。特に「共助」の部

分が強調されて、そこを蟻ヶ崎西町会として自分

たちの町内を大きな大家族に見立てることによっ

て活動の具体化をしようとした事例です。

1つの町内会でそういう活動が起こったのには、

実は長野県の松本市という自治体が、市全体で町

内会や小学校区といった住民にとって非常に身近

な地域を拠点にした福祉活動を展開しようとした

歴史が背景にあります。

今日はここまで、話が長野県にシフトしている

のをお感じになっていると思います。それには理

由があります。長野県は全体としては農村県と

言っていいかと思いますが、実は社会教育の一番

基礎的な施設である公民館が日本で一番数が多い

県でもあります。この問、市町村合併で統計上の

数は減ってきていますが、平成の合併前で言いま

すと、長野県 I県に約 1，800ほどでした。全国で 1

万8，∞oあるときに、そのうちの 1割が長野県に

ありました。地形的に山間部が多く、広い地域で

住民が行き交うことの難しさもあります。農村共

同体の名残で住民の地域扶助組織がしっかりして

いるという事情もあります。それを背景に戦後の

社会教育の新しい形を体現する公民館が、旧来の

集落の住民による自治組織、交流組織から連続す

る形でつくられてきた経緯を見ることができると

思います。そして、このような背景を持ちながら、

もちろん戦後の民主主義的な教育の観点に立った

形で地縁組織が再構築されてきた過程もあるで

しょう。このように長野県においては、非常に身

近な地域を拠点にして、住民の学びや地域の活動

が全体に活発であります。その中でも松本市は本

当に典型的な地域です。社会教育研究の関係者の

中では以前からよく知られている地域でもありま

す。人口 23~ 24万の市ですが、現在、松本市が

設置している公設の公民館が 34あります。それ

らは小学校区にも対応します。実は 34の公設の

公民館が置かれている Iつの単位の中に、さらに

町内会ごとに集会所のような公民館があり、それ

を数えるとおそらく 400近くの公民館が今あるこ

とになります。

さらに松本市が特徴的なのは、町内公民館には

町内会役員とは別に館長さんとか役員さんとがい

らっしゃいます。全国的に見ますと、そういう小

規模な公民館を置いているところでも、大体その

公民館の役員さんと、いわゆる町内会や自治会の

役員さんが重なっているケースが多いのです。し

かし、松本市の場合は重なりが余りなくて、 8割、

9割方は自治会や町内会には会長さんや役員さん

がいて、それとはまた別に町内の公民館には館長

さんがいて、文化部長さん、厚生部長さんとか、

体育部長さんとか、レクリエーション部長さんと

かがいて、町内会の活動を進めている形と聞きま

した。つまり、住民の暮らしの非常に身近なとこ

ろで社会教育活動をしようという流れがある特徴

的な地域なのです。

ただ、松本市の場合も 1980年前後に公民館体制

の広域化、大規模化という話は出ました。全国的

にはその流れが大きくなり、大規模化、広域化が

進んだ結果、公民館も社会教育の専門家としての

職員がいて、住民を支えていくのではなくて、い

わゆる貸し館や貸しスペースとして利用されると

ころが多くなりました。松本市はそれをどうする
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かについて、 3年というが長い時間をかけて市民

参加で熱く議論をした結果、広域化や大規模化で

はなく、身近な小規模施設をつくって、住民参加

の活動で行く方が大事であるという選択を、 30年

ほど前にしました。私自身もそこに、ある意味す

ごくほれ込んだというか、はまったということで

おつき合いをしてきているわけです。

その小地域を単位とする公民館での活動の展開

を土台に、福祉分野でも 34の公設の公民館の単

位で「福祉ひろば」という、住民の福祉活動の交

流拠点施設がつくられました。さらに、その単位

では大き過ぎるということで、町内会を単位にし

た「町会福祉」の展開を図ろうと、松本市が住民

の背中を押す役になって事業展開するという形に

なりました。

そのときにも、一番中心になっているのが交流

行事で、ここでも「楽しさ」がキーワードになっ

ています。

今ご覧いただいている、スライドはある町内会

の活動の様子です。大庭という小さな町内会で、

そこでお年寄りのお茶飲み会が聞かれています。

大体、月 1回ぐらいのベースで、町内会の公民館

を使って、写真にあるような雰囲気で、誰もが気

楽に出て来られる場という雰囲気を大切にしてお

り、「自分たちでやりたいことをやりたいように

やりましょう」という構えがポイントです。おす

しを食べに行くとか、美術館に行くとか、お花見

に行くとか、温泉に行くとか、まずは気軽に誰で

も出て来られて楽しく交流できるということで、

活動をしながら、そこに例えば健康教室を設定し

て、そのときは保健師さんに来てもらってお話し

をしてもらうようなことをして、交流と手堅い学

びが発展しています。

下の写真は 2月の活動の様子で、アイスキャン

ドルづくりです。長野県は寒冷な地域なので、 2

月ぐらいですと牛乳パックに水を入れて屋外に一

晩置いておくと凍ります。凍らずに残る中心部分

の水を出して、そこにろうそくを入れると、きれ

いなアイスキャンドルができます。大体70代前

後の女性が中心ですが、そのような一工夫ある楽

しい活動もしながらず、っと続けておられます。一

見どうということのない女性たちの集まり、仲よ

しサークルと言えばそうですが、でも多くの方が

一人暮らしであったり、この会以外ではほとんど

ふだん人と話をすることがない方であったりしま

す。ですから、毎回本当に楽しみに集まって来ら

れ、終わって帰るときは、何度も、何度も振り返

りながら帰っていかれる様子が印象的ですと世話

役の方がおっしゃっていました。例えば、このよ

うな活動が展開されている地域が松本市です。

この図は、先ほど出てきました「福祉ひろば」

という、松本市が公的に設置をしている福祉活動

の交流の拠点です。ここに住んでよかったと思え

る地域を自分たちの力で、つくってみようという理

念のもとに、心と体の健康づくりであったり、安

心して暮らせるまちづくりであったりします。ま

た、そのための福祉、文化とは何だろうかとか、

遊ぶだけじゃ成長しないよね、などといろいろな

ことを少しずつ学んでみようという、楽しく交流

する、新しいことを知る、新しい世界に触れる、

新しい発見をする、何かをつくるという創造的、

学習的な活動も交えているところが特徴である思

います。

次に、長野県ばかりになってもいけませんので、

私自身が、今、仕事をしている京都府の事例も幾

っか紹介したいと思います。

この事例は京都府の日本海側、天橋立のある宮

津市や京丹後市の近く与謝野町のものです。与謝

野町は、宮津市と京丹後市の間にあり、私が4、5

年、地域調査的な関わりをしていたことがあり、

そこでのお話を紹介させていただきます。

与謝野町は人口が、 2万3千人ほどです。平成

の合併で 3つの町が合併して与謝野町ができまし

た。そこでは集落ごとに、松本市のような公民館

が以前からありました。しかし、行ってみると戸

が閉まっていて誰もいないことが多いのが実態で

した。さきほど触れましたように、 2000年あたり

から介護の社会化であったり、子育て支援であっ

たり、いろいろな福祉の分野で、住民のボランタ

リーな活動の重要性、必要性が言われてきたこと

もあって、町の社会教育課で公民館の活動をもう

一度活性化させていきたいという流れがありまし

た。そうすることで、地域の住民の福祉力といい

ますか、生活の力を高めていきたいと、集落の公

民館それぞれと町の社会教育課との問で契約とい
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うか、約束を交わしていきました。 1年間、例え

ば3つぐらい、人権教窒と、子どもたちの交流企

画と、あとは龍康に関する講演会ですとか、必ず

これ3つはしてくださいというような定番メ

ニューの約束です。そのかわり町からは、年間 l

つの公民館について一定額の助成金を出して応援

をするという形で、その展開に私がアドバイザー

的にかかわらせていただきました。

この写真は、ある年にゼミの学生も伴って地区

での住民の活動づくりに加わったときのもので

す。地域の宝探し、資源の再発見をテーマにしま

した。集落の中にどんな魅力、おもしろい要素が

隠れているのかを、地域を歩いて、外から見た学

生の目線で不思議に思うものや、気になったもの

をピックアップします。それについて地域の住民

の方たちが、あれはこういうことだよと教えてい

ただく、というようなことをワークショップ風に

しました。それが下の写真です。話題になったも

の・場所などを付筆に書き込んで、地図に落とし

込み、マップの形にしていくという作業を、わい

わい言いながら、学生がったないながらもファシ

リテータ一役になって、地域のおじさん、おばさ

んたちと一緒に楽しくマップづくりをしました。

そうすることで、今日は写真を持ってきていま

せんが、今この地区に行きますと、地区の公民館

の横に大きな、縦が二メートル、横が三、四メー

トルの看板が立っています。そこにはこの地区の

地図が書かれていて、学生たちと住民の方との活

動を通じて再発見されたポイントが書き込まれて

いて、春のお花見散策コース、秋の紅葉お散歩コー

スというルート設定がされています。地区外の方

が来られたら、その地図を見て、地域めぐりをし

ていただける形にしました。実は、そういう活動

をすることで、それ自体も楽しいことですし、地

域に新しい風を呼び込むことにもなります。こう

した活動を通じて、参加の輸を広げていくことが

1つの成果であり、狙いでもあります。活動の持

続性という観点からも、本当に身近な地域におけ

る住民相互の交流の機会を量的にも質的にも高め

ていくことが大事で、、楽しく交流する場や機会を

提供する「レクリエーション」が確実に位置づけ

られる必要があると、この経験を通じて再確認し

た次第です。

先ほど学会会長先生のご挨拶にもありましたよ

うに、社会教育の分野、公民館活動では、この与

謝野町での取り組みも、町の教育委員会からわず

かに助成金が出ています。主事にも若干の手当が

出ていますし、公設の公民館であれば専任職員が

います。一定の予算を投じて、公的な社会教育事

業が展開されているわけです。スライドの右側は

学生と住民との懇親会の様子、左側は住民がガイ

ドを務めるエコツアーのひとこまで、地域の登山

道に自然の魅力を再発見していくツアーの様子で

す。そういう楽しい活動、住民が楽しく交流して、

元気になっていくような活動が行われています。

一方、そのような活動に参加している人たちの広

がりを見ると、約 1万4，000人の町で、全ての住

民が年間何回も公民館の活動に参加するかという

と、残念ながらそうではないのです。

一度この町で、公民館活動への住民の参加状況

などの調査をさせていただ、いたことがあります。

そこでは、住民の 3分の 1とか、 4分の lぐらい

の人は、年間複数回こういう交流の行事に参加を

して、楽しかった、知り合いが増えた、ふだんの

暮らしの安心感が高まったという成果が出ていま

す。しかし、そういう接点がない人にとっては、

何で相対少数の人たちが楽しむための事業に、町

が公的な資金を投じてやるのかという声が出てき

ます。そして、今の時代ですから、例えば高齢化

であれば介護予防であったり、児童の分野でいえ

ば子育て支援であったり、そういう直接的・具体

的な行政のアクションに結びついていくような、

例えば講座であるとか、ワークショップとかであ

ればそれは重要だから予算化も難しくありませ

ん。

ところが、楽しみのため、交流そのもののため

に展開するとなったら、それは要求のあるところ

で自前でやっていただいたら良いのではないかと

なりがちです。いわゆる趣味とか、教養とか、そ

ういう興味、関心に発するような自発的な事業の

成果は、どうしても価値としては低く見られがち

で、財政が厳しくなるとカットの対象になりがち

です。そこが問題です。福祉などのニーズにこた

える活動と、楽しく交流する場や機会を提供する

レクリエーションの両方が本来必要なのです。子

育て支援であったり、地域における高齢者の生活
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支援であったり、地域の自然環境の保全であった

りという活動をしていくための一番土台になる部

分を「耕す」という意味合いが、実は「楽しさ」

にあるということが見えないと、今申し上げまし

たように、事業の予算が削られてしまうことにな

るのです。「楽しさ」の追求の意味が、軽視され、

なかなか見えにくくなってしまうのです。取り立

てて働きかけや活動をしなくても、すでに一定の

住民の交流があって、相互のつながりがあり、い

ろいろな行事も行われているところでは、「土台」

になる条件がすでに存在しているわけです。そこ

では、交流の「土台」があってこそ、自分たちが

地域での子どもたちの見守りや、お年寄りの生活

の支援などの助け合いができているというように

なかなか見えないのです。そこを改めて見えるよ

うにしていくことが大事です。

今、地域では子育て支援、高齢者の生活支援、

環境保全といったところで文科省や厚労省から本

当にいろいろな事業化がされてきています。地域

に“降ろされてくる"ものがすごく多いのです。

私がこの聞かかわった中でも、例えば、「放課後

子ども教室」という事業があります。これは直接

には丈科省事業ですが、地域の担い手などの面で、

厚労省の放課後児童健全育成事業(いわゆる学童

保育)とも関係してきます。これは放課後、体験

的な活動も含めて、学習活動を地域の施設や学校

を使って行うものですが、その活動の担い手は地

域住民のボランテイアに依拠するかたちになって

います。コーデイネーターには公費が出ている場

合もあります。しかし、どこでも共通の悩みは、

例えば放課後子ども教室だ、ったら放課後子ども教

室の運営を地域が担うという点です。毎週、企画

を考えて、当日は子どもたちを直接指導します。

子どもたちと直に関わる活動の展開には、やはり

直接的な担い手が必要です。同じことは高齢者の

生活支援でもあります。

いろいろな事業メニューが出てきて、それを各

地域で、行政も非常に財政的に厳しいため、住民

の主体的参加という文脈で、ボランタリーな活動

に依拠することになっています。そのため、担い

手の確保はなかなか難しい。私は機会があるごと

に、その担い手を確保するためにこそ、ここでい

う「楽しく交流する場、機会」をつくっていくこと、

「レクリエーション活動を展開」することが大事

だと申し上げています。そうしていかないと、限

られた人たちが二役、三役も兼ねて、苦労して、

しんどい、しんどいと言いながらやることになっ

てしまっています。ここのところがすごく大事な

のですが、それを行政の職員や住民全体に広くわ

かっていただくのはなかなか時間のかかること

で、地域活動に関する基本的課題とも言えます。

次に、大きく三番目にレクリエーションという

活動について、原理的なところをご一緒に確認し

てみたいと思います。マーレー寛子さんは、最初

にお会いした際、「チクセントミハイという人の

本を読んで、楽しさについて理論的なことを学ん

でいます。高齢者のレクリエーションの質を高め

る研究を深めたいのです」とおっしゃいました。

そこでお聞きした、高齢者のレクリエーションの

質を高めるということに私もすごく共感を持ちま

した。地域で行われているデイサービスに行きま

すと、これでいいのかなと思うような場面に出会

います。私の父親も、もう亡くなりましたけれど

も、歌ったり、手を動かしたりすることをデイサー

ビスの場面でなかなかしようとしませんでした。

最後の方はだんだんと、ある境界を越えると、楽

しく感じるようになって生き生きと参加するよう

になったのですが、そこまで行くのがなかなか難

しかったです。

マーレーさんが博士論文を書かれるプロセス

で、恐らく一番議論をした部分は、人間の活動を

特に心理的な側面からどう捉えるのか、人間の活

動の心理的的な構造から見て、レクリエーション

の活動はどういうものとして捉えることができる

のかということでした。随分、繰り返し、繰り返

しお話をしたように思います。素人考えですが、

レクリエーションは余暇、レジャーにおける“自

由な"活動であることが基本的な性格だと思いま

す。レクリエーション活動を、あらためて人間の

活動として見たときに、今、乱暴になりましたけ

ども簡単にご紹介しましたような社会教育や社会

福祉における活動において、いわば人と人を結ぶ

関係の媒介、触媒という役割を見いだすことがで

きると思います。レクリエーション活動が、成人

の学びであったり、地域における住民の福祉活動

を展開したりするときに、人と人をつないで、担
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い手を育てるときの材料になるということです。

さらに、レクリエーション活動である以上、楽し

さを追求するという本質、独自性といいますか、

そういうものもそこに見ておかなければいけない

と思います。

その場合の、後者の楽しさを追求するという活

動の独自性は、レクリエーション活動の独自性で

あると同時に、いわゆる遊びという世界とも共通

する部分です。そのように捉えた上で、レクリエー

ションを現代の我々の暮らしの中に、どのように

原理的なところで位置づけていくかも考えておき

たいと思います。 1つは、少し固い表現になりま

すが、可処分時間、自分で自由に使える時間を、

存在の肯定、自分という存在、自分が自分であっ

ていいといいますか、自分の存在を確かめる時間

といいますか、自分がこうして生きていることに

対する安心感、そういうものにつながっていくよ

うに使えたらと思います。それから、我々どうし

てもいろいろな束縛を日常生活の中で抱えている

と思いますが、それを一気にとはいかないまでも、

一つ一つの束縛から自己を解き放っていくための

機会といいますか、活動としてレクリエーション

を考えることができると思います。さらには創造、

クリエイティブな要素を含んだ活動を実現してい

くということにもなっていくと思います。

私がこだわったひとつは、マーレーさんとの間

でも議論になった点ですが、レジャー・レクリエー

ションにおける個人と集団という視点です。多く

の場合、社会教育でもそうですが、レクリエーショ

ンというと集団活動、グループでの活動がイメー

ジされます。社会教育の世界でも青年団、婦人会

から始まって、現代的な課題に応える地域づくり

の取組にしても、住民が相互につながって集団的

な活動をするかたちがメインです。かかわり合っ

たり、交わったりすることの「楽しさ」がそこに

あります。しかし、楽しさの追求は、別に集団で

なくても、個の単位でもあり得るのではないで

しょうか。そのヒントになったのはチクセントミ

ハイの論文に出てくる「フロー概念」の中で、何

かに没頭することが楽しさの本質的な要素とされ

ている点です。そこで、「マイクロフロー」とい

う概念が出てきます。これは、なかなか言葉にし

にくい、例としても挙げにくいのですが、日常生

活のごくありふれたひとこま、テレビを見るとか、

お菓子を食べるとか、日記を書くとかがそれにあ

たります。そんなに長い時間をかけない、そんな

に集中力を要するものでなくて、ちょっとした活

動だけれども、一人一人の好み、気ままな思いに

任せてする活動が日常の生活の中に点在している

ことが、全体としてその人の生活の質、安定感を

高める役割があると述べられていました。レクリ

エーションは、個人の単位、一人一人の日々の暮

らしの中においても、大事な視点ではないかとい

うことを加えておきたいと思います。

重なりますが、人間の存在の基本的なあり方と

言うと、大層ですけれども、私たちがこの世に生

きていることは、そもそもどういうことなのかと

考えたときに、大きく分けて、社会的な存在とし

ての側面と生物学的な存在としての側面を考える

ことができます。社会的な側面とは、文字どおり

自分以外の他者との関係やつながりであったり、

他者や社会に対する貢献であったり、身近なお互

いのかかわり合いだ、ったりします。そういうとこ

ろでレクリエーションが媒介、触媒の活動として

意味を持ってきます。

それから生物学的な存在としての側面でいえ

ば、生活の快ということに関わってくるでしょう

か。この「生活の快」という概念もマーレーさん

と一緒に学びあう中で出会った言葉で、私の理解

は不正確かもしれませんが、生理的、身体的な快

適さを味わうことも、生物学的な存在としての人

間にとって大事なことです。そこからもたらされ

る楽しさもあるかと思います。そこでは身体を動

かすような活動の形でのレクリエーションが意味

を持ってくると思います。

それと、両方につながりますけれども、心理的

な面から見ると、やはり日々の暮らしの中での緊

張とリラクゼーション、つまり活動と休養という

ことも大事な視点です。「もう一つの世界の獲得」

と書いていますのは、若干、個人的、趣味的な話

にもなりますが、今日、ここにお集まりの皆さん

は研究や実践を自分の生涯における最大のテーマ

にされていると思います。では、ご自分の暮らし、

生活のあり方は 100%研究、 100%実践という方、

いらっしゃるでしょうか。私なんかずぼらな研究

者ですが、研究者というイメージは、恐らく全て
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を犠牲に、 100%研究に打ち込むといった姿でしょ

うか。たまたま私の場合、厄介な病気をしたこと

もあって、人間の命の有限さみたいなことをリア

ルに感じるような経験もありましたので、 1つの

世界だけをみずからの人生の価値にするのではな

くて、例えば仕事以外、研究とはまた別の、いわ

ゆるオルタナティブ、もう一つの世界を自分の生

活の中に持つことも大事なことではないかと思う

ようになりました。それは、ある種のレクリエー

ションと言うこともできるかもしれません。

私の現在のもう一つの世界は、土日に休みがと

れたら、バイクで山の中を走るいう“遊び"ですが、

それはそれで、山間地の住民の暮らしに触れて、

いろいろと考えさせられたりすることもあって、

有意義なものです。メインの暮らしとサブの暮ら

しを持つことは大事で、レクリエーションはその

ような面も持つと思いましたので、蛇足ながらつ

け加えてみました。

あと、今は、人聞の存在の基本的なあり方です

とか、心理的なカテゴリーとしての基本的なとこ

ろの確認をさせていただきましたが、それは人間

生まれてから死ぬまで、生涯にわたる通時的な視

点です。同時に、生涯のそれぞれのステージによっ

てレクリエーションなり、自発的、自主的な活動

の持つ意味合いの違いということもあると思いま

す。

乳幼児の場合でしたら、遊びは自発的活動とし

て発達を主導する意味合いを持っています。青少

年期に入れば学習活動が大きな発達の力を生み出

す世界になってきます。そこではいわゆる課外活

動がレクリエーションに位置づけられます。成人

期・壮年期であれば、労働と余暇という関係になっ

てきます。

今日の話の最後のポイントは、「人生の余暇」と

しました。高齢者にとって、レクリエーションが

持つ意味合いを最後にご一緒に考えてみて、私の

話は終わりにしたいと思います。定年退職を迎え

たり、子育てを終えたりという形で、あるひとつ

の基本的な、社会的な役割を卒業していったとき

に、そのあとに続く暮らしをどうつくっていくの

かがテーマになってきます。そのあたりは有名な

エリクソンという心理社会学者の人生の最終段階

についての考え方が参考になります。エリクソン

は人生に 8つの危機、大きな段階があると、この

ような図式を描いて、説明しています。最後、高

齢期のところで「統合対絶望」というかなりシビ

アな設定をしています。「統合」は自分の人生を

振り返ってその意味づけをしていくという意味で

す。そして、この意味付け、価値を見出していく

ことによって、ある種、悟りの境地ではないです

が、自分自身の人生の総まとめをするという 1つ

のアイデアがそこにあります。

そこで、これは世代、高齢期に限りませんが、

つながり、ここでは社会教育の観点で学びとして

いますが、レクリエーションの活動の場合も、人

と人をつなぐ、あるいは人と自然、人と文化をつ

なぐという役割が大きいと思います。学ぶことは、

実はそういう結びつき方に対して意識的になった

り、やわらかさが生まれたりする、そのような契

機にもなるかと思います。そして、それは多分レ

クリエーションにも共通するのではないかと思い

ます。そのようなつながり、結び目は、できれば

複数持ちたいと思います。

話を本来の話題、シニア世代、リタイア世代に

とって、生きることと楽しさの関係をどのように

考えるかということに戻しますが、レクリエ}

ションの意味は、何度か繰り返し言わせていただ

きましたが、楽しさそのものの追求というところ

にあると思います。健康づくり、つながりづくり

を目的とする活動であっても、高齢者の場合、楽

しさそのものを追求していくという視点も活動の

中にしっかりあって、いわば内発的な動機とか、

自己目的な動機に支えられた活動となっているこ

とが重要と考えます。高齢者の場合は、壮年期あ

るいは現役世代と比べて社会的な役割も異なって

くることで、少し違ったアプローチもあり得るの

だと思います。

最後に振り返っての確認ですが、今、我々が直

面している 21世紀の時代は、いろいろなところ

で人間の主体性の確立が求められています。同時

に、そのためにこそ交流や連携が必要だという時

代に入っています。この両者をどう実現していく

かが基本的課題となっていると言いたいと思いま

す。雑然とした話になってしまっていました。ど

れくらい皆さんのお考えのヒントになったでしょ



築山:レジャー・レクリエーションに求めるもの、求められるもの 17 

うか。

まとめると、まずは、身近な地域、日常の暮ら

しの身近なところに楽しさを見出すこと。そして、

それを自分以外の誰かと共有する場面をたくさ

ん、いろいろな形でつくっていくこと O そして同

時に、楽しさそのものを追求する活動とあわせて、

新しい発見、何かをつくり出すという意味での学

びの要素をそこに折り込んでいただくことが、主

体性の確立と、交流、連携を伴って時代に応えて

いく方向性かと思います。言葉を変えて、レクリ

エーションの価値と課題で考えてみましたら、レ

クリエーションに求めるものは「上質の楽しさJ
といいますか、とにかく楽しさを体験できること、

その楽しさが「人と人」、「人と地域」を結んで活

動になっていくことです。レクリエーション、楽

しさの機会を保障していくことで、子どもでも、

高齢者でも、誰でも、いつでも、どこでも機会を

得て、自分以外の誰かと、何かとつながっていく

ことが大事なのだと思います。無理やりな感じは

しますけれども、今日の時代的な要請との関係で、

今、レクリエーションが持っている価値や課題を

考えることができるのではないかと思います。

大変、雑駁なお話になってしまいましたが、こ

の後のシンポジウムや明日の発表等を通じて、皆

さんの学びに何かつながるものがあることをと期

待して、終わりたいと思います。

どうも長時間、ありがとうございました。

O茅野

築山先生、ありがとうございました。

本日、本当にお忙しい中にもかかわらず、お越

しくださりありがとうございます。築山先生にお

かれては振り返りの時間にもなったことを伺い安

堵しました。どなたがフロアからお一人だけ御質

問いただきまして、質疑応答とさせていただきま

す。

なお、築山先生はこの後のシンポジウム、そし

て懇親会にも参加されます。この後、個人的にご

質問されてはいかがでしょうか。

どなたか、フロアからお一人、御質問等、ある

いはお尋ね等ございますか。どうぞよろしくお願

いいたします。

0土屋

恐れ入ります。江戸川大学、土屋と申します。

スライドの中で、 1点、創造活動ノットイコー

ル自己目的的活動というのがありました。そのと

ころで、これは、とは限らないというような意味

なのでしょうか。その辺のところをお教えいただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。

0築山

説明不足で失礼しました。

レクリエーション、楽しさを追求していくとき

に、そこに新しいものを生み出す、あるいは新し

いものが生まれてくるという点で、レクリエー

ションに創造の要素があること、それは望ましい

ことだと思います。しかし、マーレーさんと共同

研究として、いろいろ議論している中で、楽しさ

に関する心理学的な理論の中では、楽しさは、活

動の自己目的性と結び付いた概念として主に説明

されていることを確認してきました。

遊び活動で考えた場合、特に子どもたちの遊び

に典型的だと思いますが、「何かのために遊ぶ」と

いうよりは、まさに何をどうやったら一番楽しい

かをいろいろと工夫をしながら、楽しさそのもの

を追求していくところにその本質があります。遊

ぴ、楽しい時間を過ごすという目的以外に、二次

的、副次的な目的があるのではなくて、楽しむ、

そのこと自身が目的であるということで自己目的

的ということです。楽しさを追求する活動は基本

そういう性格のものだろうと思うのですが、自己

目的的であることとクリエイテイブな要素、新し

いものを生み出していく要素を含むことはイコー

ルではない。それは創造的な要素を含むことに

よってレクリエーションの質が高まるということ

はあるけれども、楽しさを追求する上では自己目

的的な活動であることがまず基本的な性格になる

ということです。でも、創造的な活動が自己目的

的な活動かというと、必ずしもそうではないとい

う意味でノットイコールとしました。そのような

説明でよろしいでしょうか。

0土屋

ありがとうございます。

O茅野

ご質問、ありがとうございました。

それでは、基調講演閉じさせていただきます。

築山先生、本当にありがとうございました。






